
主催 愛知県下各労働基準協会

深刻で企業への影響が大きく、改善が難しい“重大課題の対策”を、体系的に考えてみませんか？

●日時 平成２９年８月１日（火） 午前９時３０分～午後４時３０分

●会場 ウインクあいち １０階 「１００２」 名古屋市中村区名駅４丁目４ー３８

セ ミ ナ ー 内 容 ・ 講 師

１．労働時間に関する法的規定と働き方改革について
一般社団法人名北労働基準協会 専務理事・事務局長 特定社会保険労務士 市之瀬高 司

２．過重労働による健康障害の防止について
アマノ労働安全衛生コンサルタント 所長 労働安全衛生コンサルタント 天 野 勝 利 氏

３．過重労働による健康障害発生時の企業責任と安全配慮義務について
庄司法律事務所 所長 弁護士 庄 司 俊 哉 氏

長時間労働は労働者の健康を害し、その是正ができなかった企業

に、過労死、過労自殺等の事件が発生し、社会的な批判を浴び、企

業イメージを落とし、求人にも悪影響を与え、顧客の信頼を失い、

業績をも左右することともなります。労働裁判で最も高額賠償の判

決・和解がなされた１０事例のうち９件が、過重労働による健康障

害に関するものです。なお、愛知の労働基準監督署の定期監督で、

違法とされた事項の４割以上が労働時間に関するものです。

また、長時間労働は労働者とその家族の生活を左右し、企業の経

費、生産性、経営にも大きな影響を与え、日本の少子高齢化の原因

ともなる大問題です。政府も働き方改革を掲げ、数々の長時間労働

是正対策を講じていますが、企業の環境、業務、要員上の事情もあり、一向に改善の兆しが見えません。

そこで、深刻、かつ急務、しかし、解消の困難なこの課題について、今一度、法的規定の内容、企業の

責任の重さ、検討・実施事項を見直すための、「長時間労働削減総合対策セミナー」を開催いたします。

経営者、労務人事・安全衛生部門の責任者、担当者の皆様に、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

①労働時間のトラブルの現状(労働時間の現状、違反内容、脳心臓疾患・精神障害の労災請求
件数等) ②労働時間の定義 ③変形労働・みなし労働時間制 ④休憩・休日 ⑤時間外・休日
労働 ⑥年次有給休暇 ⑦適用除外⑧政府・行政の長時間労働是正対策 ⑨働き方改革の社
内体制 ⑩働き方改革の手法・改善例 等 (9:40～12:30)

過重労働防止のための労働安全衛生法上の ①安全衛生管理体制 ②実施事項 ③ストレス
チェック制度の有効な活用策 ④メンタルヘルス対策 ⑤長時間労働者、高ストレス者への事後
措置等対応策 等 (13:40～14:50)

①過重労働による健康障害に関する裁判事例 ②安全配慮義務とは ③安全配慮義務を果た
すために (15:00～16:30)

【講師プロフィール】 数々の労働関係事件を手がける他、労働災害、過労死、過労自殺をめぐる安全配慮義務等
に関する多くの講演を行う。弁護士会の裁判劇を手掛け、愛知県下各労働基準協会の９０分の労働災害劇、労使紛
争解決手続の３つの実演劇の脚本、劇中解説も担当。元愛知県弁護士会副会長。元愛知労働局紛争調整委員。

【講師プロフィール】 コンサルタントとして顧問業務を行い、労働基準協会の技能講習、各種安全衛生教育の
講師を務め、大学で労働衛生学の授業を受け持つ。局所排気装置の設計計算等、作業環境改善指導を行い、
最近は長時間労働者への健康管理の対応も多い。労働基準協会の社労士受験講座の労働安全衛生法講師。

【講師プロフィール】 労働基準協会の業務を統括管理し、労務管理に関する数多くの講演、企業の労働相談対
応を行う。10年間にわたり国の労働時間改善事業のアドバイザーを行い、最近は労働時間対策の企業出張講
演も多い。労働基準協会の社労士受験講座主任講師、関連社会保険労務士法人の代表社員を兼務。



事 業 場 名
Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ

（ ） －
（ ） －

事 業 内 容 労働者数 人

所 在 地
〒

ご 出 席 者

氏 名 所属部署・職名 お弁当 氏 名 所属部署・職名 お弁当

希望・不要
（必ずどちらかに
○を付けてください）

希望・不要
（必ずどちらかに
○を付けてください）

希望・不要
（必ずどちらかに
○を付けてください）

希望・不要
（必ずどちらかに
○を付けてください）

会費支払時期 月 日銀行支払 受講票送付先 受講者・担当者(部署名 ・ 様)

会員番号※
※会員番号 名北協会会員事業場の場合のみ、郵送にてご案内の場合に、ご送付した封筒表面の
番号をご記入ください。
※個人情報 この申込書でご提供いただいた個人情報は、今回お申し込みいただいた講座の参加
者資料として使用し、参加者の同意なく目的外の利用を行なうことはありません。

長時間労働削減総合対策セミナー申込書（コピー可）

●対 象 経営者、労務人事・安全衛生部門責任者、担当者等

●定 員 １００名 定員になり次第締め切ります。

●費 用 会 員 ９,２５０円 非会員 １１,３１０円
いずれも資料代・税を含みます。

●連絡先 一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付
〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1
電 話（０５２）９６１－１６６６ ＦＡＸ（０５２）９６２－１６７０

●会 場 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
電車の場合
JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

・ ◎名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル
名古屋クロスコートタワーを経由 徒歩8分

お車の場合
名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約6分 駐車場 123台収容

●その他 本セミナーに、昼食は付いておりません。
昼食のお弁当をご希望の場合は下記申込書にご記入を
いただき会費に昼食代（1,030円）を加算した金額をお振
込みください。


